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第１ 設計者選定支援業務仕様書（素案）の位置付け  

本設計者選定支援業務仕様書（素案）は、本事業への応募を検討する者を対象に、業務受託

者が行う設計者選定支援業務の仕様について示すものである。なお、本事業で正式に用いる仕

様については、後日、募集要項とともに公表を予定している設計者選定支援業務仕様書等によ

り示す。 
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第２ 事業提案等調整業務 

（１）基本的事項 

・本市が別途実施する建築設計業務に関する公募型プロポーザルにおいて、応募者に提供

を予定する本事業の事業提案等について、本事業の審査委員会の意見等を踏まえた修正

及び資料内容等の調整等を行うことを目的とする。 

 

（２）業務内容 

・業務受託者は、本市と協議のうえ、建築設計業務に関する公募型プロポーザルにおいて

応募者に提供を予定する事業提案等について、本事業の審査委員会の意見等を踏まえた

修正を行うこと。 

・また、本市と協議の上で、応募者に提供する資料内容等の調整等を行うこと。 

・その他、具体的な内容・方法は業務受託者の提案による。 

 

＜事業提案等調整業務の作業フローのイメージ＞ 

 

  

本業務の実施段階審査時応募時

事業者への
意見・要望

委員会等

（設計プロポ応募者に
参考資料として提供）

＜打合せ＞

• 委員会等の意見・要望のうち、
優先すべきかつ設計プロポ資料
に反映すべき事項の検討・選定

• 設計プロポの応募者に提供する
資料内容等にて調整すべき
事項の検討

市

【事業提案】
（※設計プロポ段階）修正作業（意見・要望を踏まえた自主修正）（意見等の認識）

【事業提案】
（※応募段階）

事業者
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第３ 建築設計者審査支援業務 

（１）基本的事項 

・設計支援業務にて、本事業の事業者と建築設計者間の円滑な協議が進められるように、

本事業の事業者の立場から、本市が実施する建築設計者の提案審査等に対する支援等を

行うことを目的とする。 

 

（２）業務内容 

・建築設計プロポーザルの二次審査で提出された提案様式のうち、本事業の設計支援業務

において影響を与える可能性が高い提案内容について、本市にて受領した二次審査提供

後、意見書としてとりまとめ、本市に提出する。 

・具体的に、意見を求める予定の内容は以下のとおりであるが、建築設計プロポーザルに

おける提案様式等が確定していないことから、最終的な内容は本市から提示する。 

業務への取り組み方針 本事業の事業者との協議・調整方法等 

施設機能の配置計画 屋内施設内のゾーニング・動線等 

・建築設計プロポーザルの二次審査に関する審査委員会において、本事業の事業者の立場

から、オブサーバーとして参加し、必要に応じて、審査委員からの質問等に応じること

（審査委員ではないため、具体的な提案審査には参加しない）。 

・その他、具体的な内容・方法は、本市と業務受託者の協議により、定める。 
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第４ その他事項 

（１）業務計画書の提出 

・業務受託者は、設計者選定支援業務の実施にあたり、事業年度毎に、業務内容、業務工程

等業務を適正に行うために必要な事項を記載した業務計画書を業務開始予定日までに作

成し、本市の確認をとらなければならない。 

 

（２）打ち合わせ協議 

・事業提案等調整業務及び建築設計者審査支援の実施にあたって、本市と打ち合わせ協議

を行うとともに、業務終了後、設計者選定支援業務全体に関する業務報告を行うこと。 

・回数は３回程度と見込む。 

 

（３）設計者選定支援報告書の作成、提出 

・業務受託者は、設計者選定支援業務に関する報告書（設計者選定支援報告書）を設計者選

定支援業務終了後に本市に提出すること。 

・また、本市は必要があると認めるときは、設計者選定支援報告書の内容又はそれに関連

する事項について、業務受託者に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。 

 

（４）再委託について 

・業務受託者は、設計者選定支援業務を包括的に第三者に委託又は請け負わせることはで

きない。ただし、業務の一部については、専門事業者（建築設計事務所等）に委託又は請

け負わせることを可能とするが、再委託する業務範囲及び業者について、事前に本市の

承諾を得ること。 

 


